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舘野　徹弥 議員 一般質問

避
難
所
に
つ
い
て

ど
の
よ
う
な
基
準
に
基
づ
い

て
避
難
所
開
設
を
判
断
す
る

の
か
。

市
民
生
活
部
長　
災
害
が
発

生
し
た
場
合
、
結
城
市
職
員

初
動
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
従
い
、

市
長
を
本
部
長
と
し
て
、
災

害
対
策
本
部
を
設
置
す
る
こ

と
に
な
っ
て
お
り
、
災
害
対

策
本
部
に
お
い
て
、
地
震
や

豪
雨
等
の
情
報
の
収
集
・
整

理
・
被
害
状
況
の
把
握
を
行

い
、
総
合
的
に
判
断
し
、
避

難
所
開
設
の
可
否
を
決
定
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

職
員
が
通
常
勤
務
し
て
い
な

い
時
間
帯
に
災
害
が
発
生
し

た
場
合
、
市
民
を
安
全
に
誘

導
す
る
体
制
は
ど
の
よ
う
に

構
築
さ
れ
て
い
る
の
か
。

市
民
生
活
部
長　
職
員
動
員

の
連
絡
に
つ
い
て
は
、
職
員

参
集
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
て

お
り
、
職
員
の
ス
マ
ー
ト
フ

ォ
ン
ア
プ
リ
へ
連
絡
が
届
く

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
連
絡

に
は
、
本
人
や
家
族
の
被
害

の
有
無
と
、
登
庁
の
可
否
、

登
庁
に
有
す
る
時
間
を
返
信

す
る
こ
と
で
、
登
庁
が
可
能

な
職
員
を
把
握
し
、
避
難
所

開
設
が
速
や
か
に
行
え
る
よ

う
な
対
応
を
と
っ
て
い
る
。

商
工
会
議
所
か
ら
の
要

望
へ
の
対
応
に
つ
い
て

市
に
と
っ
て
、
商
工
会
議
所

は
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る

と
考
え
て
い
る
の
か
。

経
済
環
境
部
長　
市
に
と
っ

て
、
会
議
所
の
存
在
は
、
地

域
経
済
の
活
性
化
や
、
行
政

の
課
題
を
解
決
し
て
い
く
上

で
、
地
域
の
大
切
な
パ
ー
ト

ナ
ー
で
あ
る
と
認
識
し
て
い

る
。

産
業
振
興
や
観
光
振
興
を
進

め
て
い
く
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ

が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
い
、

連
携
を
図
っ
て
い
く
の
か
。

経
済
環
境
部
長　
市
は
、
関

係
省
庁
等
と
の
連
携
窓
口
と

な
り
、
広
域
的
な
視
点
か
ら

事
業
推
進
を
担
っ
て
い
く
。

　
会
議
所
に
は
、
地
域
の
中

小
企
業
や
商
店
な
ど
の
現
場

の
声
を
拾
い
上
げ
、
課
題
や

ニ
ー
ズ
を
把
握
し
、
事
業
者

間
の
連
携
促
進
を
図
っ
て
い

た
だ
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
今
後
も
、
市
と
会
議
所
が

情
報
や
方
向
性
を
共
有
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
性
を
生
か

し
、
お
互
い
が
連
携
を
図
り

な
が
ら
各
種
事
業
の
実
施
に

努
め
て
い
く
。

安
心
で
き
る
避
難
所
づ
く
り
と

商
工
連
携
に
よ
る
地
域
活
性
化

舘野　徹弥
（たての てつや）
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※一般質問の掲載記事は、発言議員本人からの寄稿によるものです。


